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１．調査報告について 

 特定登録調査機関が作成した調査報告は、依頼人に交付されると同時に、当該機

関から特許庁にも提出されます。調査報告は、出願審査請求予定の有無に関わらず、

全て特許庁に提出されます。 

 なお、特定登録調査機関から特許庁に提出された調査報告のうち、出願審査請求

がなされなかった特許出願に関するものが、特許庁外に公表されることはありませ

ん。 

 

【注意】新規性・進歩性を否定する先行技術が無い旨の調査報告を特定登録調査機

関が交付したとしても、当該案件に関して、特許庁が同様の判断をすることを保証す

るものではありません。 

 

２．対象となる案件について 

特定登録調査機関は、登録区分の出願審査請求前の出願について先行技術調査業務

を行うことができます。  

また、業務の公正性・中立性の観点から、特定登録調査機関は自己又はその子会

社の特許出願についての先行技術調査は行うことができません。 

 

３．料金について 

 料金は、各特定登録調査機関の業務規定によります。 

 

４．調査報告番号について 

 調査報告が交付される際に、当該報告を特定する番号である「調査報告番号」が、

特定登録調査機関から付与されます。この調査報告番号は、特許庁にも提出されま

す。 

 

 調査報告番号の付与の仕方は以下のとおりです。 

□□□□□□□□□□ＳＲ○○○▲▲▲ 

  （例）２００５１２３４５６ＳＲ００１００１ 

□□□□□□□□□□（出願番号 １０桁） 

 ○○○（特定登録調査機関登録番号３桁） 



 ▲▲▲（作成履歴番号３桁、右詰、空欄は「０」を記入）  

  

５．出願審査請求料の軽減について 

 出願審査請求書に調査報告番号を記載すれば、請求の手数料が軽減されます。調

査報告は、特定登録調査機関から特許庁に提出されますので、出願審査請求時に

出願審査請求人から提出する必要はありません。 

 出願審査請求書への調査報告番号の記載については、こちらをご覧ください。 

 

 調査報告番号を記載して出願審査請求を行った場合、その調査報告は公開対象と

なります。 

 

 なお、出願審査請求書に調査報告番号を記載しなかったり、間違った調査報告番

号を記載したりしますと、出願審査請求手数料が軽減されないことがありますので、

十分ご注意ください。 

 

 

  軽減額についてはこちらをご参照ください。 

（リンク 出願審査請求料改正のお知らせ） 

 

http://www.pcinfo.jpo.go.jp/guide/Content/Guide/Patent/ShinsaSeikyu/doc/P_ShinsaSeikyu_Houkoku.htm
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/kaisei/2019_ryoukinkaisei.html

